
  

一 

令和 5 年 11 月 24 日 (金曜日) 千 葉 県 報 第１３８９２号 
      

 
 

主 
 

要 
 

目 
 

次 

 
 

病
院
局
管
理
規
程 

○ 

千
葉
県
病
院
局
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一 

 
 

告 
 

示 

○ 

特
定
計
量
器
の
定
期
検
査
の
実
施 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一 

○ 

土
壌
汚
染
対
策
法
に
基
づ
く
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
の
指
定

二
件

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一 

○ 

土
地
改
良
区
定
款
の
変
更
認
可 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二 

○ 

道
路
の
供
用
開
始 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二 

○ 

急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
の
指
定 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二 

○ 

土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
指
定 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二 

○ 

土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
指
定 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

三 

 
 

公 
 

告 

○ 

農
地
を
利
用
す
る
権
利
の
設
定
に
関
す
る
裁
定 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

四 

 
 

監
査
委
員
公
告 

○ 

監
査
結
果
の
公
表 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

四 

 
 

特
定
調
達
公
告 

○ 

落
札
者
等
の
公
告

二
件

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

四 

病

院

局

管

理

規

程 

 

千
葉
県
病
院
局
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る

 

 
 

令
和
五
年
十
一
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
病
院
局
長 

 

山 

崎 
 

晋
一
朗 

 
 

千
葉
県
病
院
局
管
理
規
程
第
二
十
七
号 

 
 

 

千
葉
県
病
院
局
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程 

 

千
葉
県
病
院
局
財
務
規
程

平
成
十
六
年
千
葉
県
病
院
局
管
理
規
程
第
二
十
二
号

の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る

 

 

第
二
十
四
条
第
六
項
中

第
三
項

を

第
四
項

に
改
め

同
項
を
同
条
第
七
項
と
し

同
条
第
五

項
中

第
三
項

の
下
に

又
は
第
四
項

を
加
え

同
項
を
同
条
第
六
項
と
し

同
条
第
四
項
中

前

項

及
び

同
項

を

第
三
項
又
は
前
項

に
改
め

同
項
を
同
条
第
五
項
と
し

同
条
第
三
項
の
次

に
次
の
一
項
を
加
え
る

 

４ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず

局
長
が
特
に
認
め
た
場
合
に
は

金
銭
を
収
納
し
た
日
か
ら
公
金
徴

収
事
務
受
託
者
ご
と
に
局
長
が
定
め
る
期
日
ま
で
に
当
該
収
納
し
た
金
銭
を
出
納
員
に
引
き
継
ぎ

又

は
出
納
取
扱
金
融
機
関
に
預
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る

 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
管
理
規
程
は

公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る

 

告

示 

千
葉
県
告
示
第
四
百
四
十
八
号 

 

計
量
法

平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号

第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

特
定
計
量
器
の
定
期
検

査
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る

 

 
 

令
和
五
年
十
一
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

計
量
法
施
行
令

平
成
五
年
政
令
第
三
百
二
十
九
号

第
十
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
特
定
計
量
器

の
定
期
検
査

特
定
計
量
器
検
定
検
査
規
則

平
成
五
年
通
商
産
業
省
令
第
七
十
号

第
三
十
九
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
特
定
計
量
器
の
所
在
の
場
所
で
実
施
す
る
こ
と
と
し
た
定
期
検
査
を
除
く

 

検
査
区
域 

検

査

期

日 

検

査

場

所 

検

査

時

間 

香
取
郡
神

崎
町 

令
和
六
年
三
月
五
日 

香
取
郡
神
崎
町
神
崎
本
宿
一
六
三

番
地 

香
取
郡
神
崎
町
役
場 

午
前
十
時
三
十
分
か

ら
午
後
三
時
ま
で 

香
取
郡
多

古
町 

令
和
六
年
二
月
十
三

日 

香
取
郡
多
古
町
多
古
五
八
四
番
地

 

香
取
郡
多
古
町
役
場 

〃 

 

令
和
六
年
二
月
十
四

日 

〃 

〃 

 

令
和
六
年
二
月
十
五

日 

〃 

〃 

香
取
郡
東

庄
町 

令
和
六
年
一
月
十
八

日 

香
取
郡
東
庄
町
笹
川
い
四

七
一

三
番
地
一
三
一 

香
取
郡
東
庄
町

役
場 

〃 

 

備
考 

 
 

一 

検
査
時
間
の
う
ち

正
午
か
ら
午
後
一
時
ま
で
は

休
憩
時
間
と
す
る

 

 
 

二 

表
に
定
め
る
検
査
期
日
及
び
検
査
場
所
に
お
い
て
受
検
し
な
か

た
者
の
特
定
計
量
器
の
検
査

は

知
事
が
別
に
指
定
す
る
日
時
に
千
葉
県
計
量
検
定
所
に
お
い
て
行
う

 

 

千
葉
県
告
示
第
四
百
四
十
九
号 

 

土
壌
汚
染
対
策
法

平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号

第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

特
定
有
害

物
質
に
よ

て
汚
染
さ
れ
て
お
り

土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
を
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る

 

 
 

令
和
五
年
十
一
月
二
十
四
日 

毎
週
火
・
金
曜
日
定
例
発
行 

令

和

5

年

11 

月

24

日 

定 
 

例 

 



 
 

 

二 

千 葉 県 報 第１３８９２号 令和 5 年 11 月 24 日 (金曜日) 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 
一 

指
定
す
る
区
域 

館
山
市
北
条
字
下
沼
六
四
八
番
一
の
一
部

別
図
の
と
お
り

 
二 
土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則

平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十
九
号

第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準

に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有
害
物
質
の
種
類 

鉛
及
び
そ
の
化
合
物
並
び
に
砒ひ

素
及
び
そ
の
化
合
物 

 

別
図

は

省
略
し

千
葉
県
環
境
生
活
部
水
質
保
全
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る

 

 

千
葉
県
告
示
第
四
百
五
十
号 

 

土
壌
汚
染
対
策
法

平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号

第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

特
定
有
害

物
質
に
よ

て
汚
染
さ
れ
て
お
り

土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
を
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る

 

 

な
お

当
該
区
域
は

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則

平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十
九
号

第
五
十

八
条
第
五
項
第
十
二
号
に
該
当
す
る
区
域
で
あ
る

 

 
 

令
和
五
年
十
一
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

指
定
す
る
区
域 

袖
ケ
浦
市
南
袖
四
四
番
の
一
部

別
図
の
と
お
り

 

二 

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有
害
物
質
の
種

類 

ふ

素
及
び
そ
の
化
合
物 

 

別
図

は

省
略
し

千
葉
県
環
境
生
活
部
水
質
保
全
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る

 

 

千
葉
県
告
示
第
四
百
五
十
一
号 

 

土
地
改
良
法

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号

第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

市
原
市
潤

井
戸
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
令
和
五
年
十
一
月
十
三
日
付
け
で
認
可
し
た

 

 
 

令
和
五
年
十
一
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

 

千
葉
県
告
示
第
四
百
五
十
二
号 

 

道
路
法

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

令
和
五
年
十
一
月

二
十
六
日
午
後
三
時
か
ら
次
の
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る

 

 

そ
の
関
係
図
面
は

千
葉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境
課
及
び
東
葛
飾
土
木
事
務
所
に
お
い
て

令
和
五

年
十
一
月
二
十
四
日
か
ら
三
週
間

縦
覧
に
供
す
る

 

 
 

令
和
五
年
十
一
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

路 
 

 

線 
 

 

名 

供

用

開

始

の

区

間 

県
道
越
谷
流
山
線 

流
山
市
下
花
輪
字
権
八
六
七
番
三
地
先
県
境
か
ら
三
輪
野
山
五
丁

目
五
七
六
番
一
地
先
ま
で 
 

 
 

 

千
葉
県
告
示
第
四
百
五
十
三
号 

 

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律

昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
七
号

第
三
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り

次
の
区
域
を
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
に
指
定
す
る

 

 

そ
の
関
係
図
書
は

千
葉
県
県
土
整
備
部
河
川
環
境
課
及
び
千
葉
土
木
事
務
所
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す

る

 

 
 

令
和
五
年
十
一
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

長
作
町
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域 

 

次
に
掲
げ
る
地
番
の
土
地
に
設
置
し
た
標
柱
第
一
号
か
ら
標
柱
第
一
九
号
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び

標
柱
第
一
九
号
と
標
柱
第
一
号
と
を
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

こ
の
場
合
に
お
い
て

各
標
柱

を
結
ぶ
線
は

直
線
と
す
る

 

 

標
柱
を
設
置
し
た
土
地
の
地
番 

標

柱

番

号 

市 

町 

村 

名 

大

字

名 

地 
 

 
 

 
 

 
 

 

番 

 
 

 

一 

 
 

 

二 

 
 

 

三 

 
 

 

四 五 六 七 八 九 

一
〇 

一
一 

一
二 

一
三 

一
四 

一
五 

一
六 

一
七 

一
八 

千
葉
市
花
見
川
区 

〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 

長

作

町 

〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 

三
〇
一
番
二 

三
〇
五
番 

三
〇
五
番 

三
〇
七
番 

三
〇
九
番
二 

三
一
〇
番
二 

三
一
〇
番
五
地
先
の
道
路
敷 

三
一
〇
番
四 

三
一
〇
番
一 

三
一
六
番 

三
一
六
番 

三
〇
六
番
一
地
先
の
道
路
敷 

三
〇
六
番
二 

三
〇
六
番
二 

三
〇
六
番
一 

三
〇
六
番
一 

三
〇
六
番
一 

三
〇
六
番
一 

一
九 

〃 

〃 

三
〇
一
番
二 

  

千
葉
県
告
示
第
四
百
五
十
四
号 



  

三 

令和 5 年 11 月 24 日 (金曜日) 千 葉 県 報 第１３８９２号 
 

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律

平
成
十
二
年
法
律
第

五
十
七
号

第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

次
の
と
お
り
土
砂
災
害
警
戒
区
域
を
指
定
す
る

 

 
な
お

同
項
の
規
定
に
よ
り
平
成
二
十
二
年
千
葉
県
告
示
第
五
百
四
十
四
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
の

指
定

平
成
二
十
三
年
千
葉
県
告
示
第
七
百
七
十
九
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
指
定

平
成
二
十

四
年
千
葉
県
告
示
第
百
三
十
七
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
指
定

及
び
平
成
二
十
四
年
千
葉
県
告
示
第

四
百
七
十
九
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
指
定

で
指
定
し
た
土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
う
ち

次
の
区
域

の
指
定
を
解
除
す
る

 

 
 

令
和
五
年
十
一
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

指
定
に
係
る
区
域 

区
域
の
名
称 
指
定
の
区
域 

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と
な
る

自
然
現
象
の
種
類 

臼
井
台 

佐
倉
市
臼
井
台
及
び
臼
井
の
区
域
の
う

ち

次
の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

岩
名
一 

佐
倉
市
岩
名
の
区
域
の
う
ち

次
の
図
面

に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

岩
名
七 

佐
倉
市
岩
名
の
区
域
の
う
ち

次
の
図
面

に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

山
崎 

佐
倉
市
山
崎
の
区
域
の
う
ち

次
の
図
面

に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

株
木 

印
西
市
萩
原
の
区
域
の
う
ち

次
の
図
面

に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

平
塚
二 

白
井
市
平
塚
の
区
域
の
う
ち

次
の
図
面

に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

 
 

次
の
図
面

は

省
略
し

千
葉
県
県
土
整
備
部
河
川
環
境
課
及
び
印
旛
土
木
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る

 

二 

指
定
の
解
除
に
係
る
区
域 

区
域
の
名
称 

指
定
の
区
域 

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と
な
る

自
然
現
象
の
種
類 

臼
井
台 

佐
倉
市
臼
井
台
の
区
域
の
う
ち

次
の
図

面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

岩
名
一 

佐
倉
市
岩
名
の
区
域
の
う
ち

次
の
図
面 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

 

に
示
す
区
域 

 

岩
名
七 

佐
倉
市
岩
名
の
区
域
の
う
ち

次
の
図
面

に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

 
 

 

 
 

 

山
崎 

佐
倉
市
山
崎
の
区
域
の
う
ち

次
の
図
面

に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

株
木 

印
西
市
萩
原
の
区
域
の
う
ち

次
の
図
面

に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

平
塚
二 

白
井
市
平
塚
の
区
域
の
う
ち

次
の
図
面

に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

 
 

次
の
図
面

は

省
略
し

千
葉
県
県
土
整
備
部
河
川
環
境
課
及
び
印
旛
土
木
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る

 

 

千
葉
県
告
示
第
四
百
五
十
五
号 

 

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律

平
成
十
二
年
法
律
第

五
十
七
号

第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

次
の
と
お
り
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
を
指
定
す
る

 

 

な
お

同
項
の
規
定
に
よ
り
平
成
二
十
二
年
千
葉
県
告
示
第
五
百
四
十
五
号

土
砂
災
害
特
別
警
戒
区

域
の
指
定

平
成
二
十
三
年
千
葉
県
告
示
第
七
百
八
十
二
号

土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
指
定

平
成
二
十
四
年
千
葉
県
告
示
第
百
四
十
四
号

土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
指
定

及
び
平
成
二
十
四
年

千
葉
県
告
示
第
四
百
八
十
一
号

土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
指
定

で
指
定
し
た
土
砂
災
害
特
別
警
戒

区
域
の
う
ち

次
の
区
域
の
指
定
を
解
除
す
る

 

 
 

令
和
五
年
十
一
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

指
定
に
係
る
区
域 

区
域
の
名
称 

指
定
の
区
域 

土
砂
災
害
の
発
生

原
因
と
な
る
自
然

現
象
の
種
類 

土
砂
災
害
の
発
生
を

防
止
す
る
た
め
に
行

う
建
築
物
の
構
造
の

規
制
に
必
要
な
衝
撃

に
関
す
る
事
項 

臼
井
台 

佐
倉
市
臼
井
台
及
び
臼
井
の
区 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

次
の
図
面
の
と
お
り 

 

域
の
う
ち

次
の
図
面
に
示
す

区
域 

 
 

岩
名
一 

佐
倉
市
岩
名
の
区
域
の
う
ち

次
の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

次
の
図
面
の
と
お
り 

岩
名
七 

佐
倉
市
岩
名
の
区
域
の
う
ち

次
の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

次
の
図
面
の
と
お
り 

山
崎 
佐
倉
市
山
崎
の
区
域
の
う
ち

次
の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

次
の
図
面
の
と
お
り 

株
木 

印
西
市
萩
原
の
区
域
の
う
ち

 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

次
の
図
面
の
と
お
り 
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次
の
図
面
に
示
す
区
域 

 
 

平
塚
二 

白
井
市
平
塚
の
区
域
の
う
ち

次
の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

次
の
図
面
の
と
お
り 

 
 

次
の
図
面

は

省
略
し

千
葉
県
県
土
整
備
部
河
川
環
境
課
及
び
印
旛
土
木
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る

 

二 

指
定
の
解
除
に
係
る
区
域 

区
域
の
名
称 
指
定
の
区
域 

土
砂
災
害
の
発
生

原
因
と
な
る
自
然

現
象
の
種
類 

土
砂
災
害
の
発
生
を

防
止
す
る
た
め
に
行

う
建
築
物
の
構
造
の

規
制
に
必
要
な
衝
撃

に
関
す
る
事
項 

臼
井
台 

佐
倉
市
臼
井
台
の
区
域
の
う

ち

次
の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

次
の
図
面
の
と
お
り 

岩
名
一 

佐
倉
市
岩
名
の
区
域
の
う
ち

次
の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

次
の
図
面
の
と
お
り 

岩
名
七 

佐
倉
市
岩
名
の
区
域
の
う
ち

次
の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

次
の
図
面
の
と
お
り 

山
崎 

佐
倉
市
山
崎
の
区
域
の
う
ち

次
の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

次
の
図
面
の
と
お
り 

株
木 

印
西
市
萩
原
の
区
域
の
う
ち

次
の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

次
の
図
面
の
と
お
り 

平
塚
二 

白
井
市
平
塚
の
区
域
の
う
ち

次
の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 
次
の
図
面
の
と
お
り 

 
 

次
の
図
面

は

省
略
し

千
葉
県
県
土
整
備
部
河
川
環
境
課
及
び
印
旛
土
木
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る

 

公

告 

 
 

 

農
地
を
利
用
す
る
権
利
の
設
定
に
関
す
る
裁
定 

 

農
地
法

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
二
十
九
号

第
四
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用

す
る
同
法
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

次
の
と
お
り
農
地
中
間
管
理
機
構
に
農
地
を
利
用
す
る

権
利

以
下

利
用
権

と
い
う

を
設
定
す
べ
き
旨
の
裁
定
を
し
た

 

 
 

令
和
五
年
十
一
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

利
用
権
を
設
定
す
べ
き
農
地
の
所
在

地
番

地
目
及
び
面
積 

所 
 

 
 

 

在 

地 
 

 
 

番 

地 

目 

面 
 

 
 

 
 

積 

君
津
市
八
幡
字
山
伏 

二
五
一
番
一 

田 

五
七
四
平
方
メ

ト
ル 

 
 

 
 

 
 

 
 

〃 

二
五
一
番
五 

〃 

一
〇
一
平
方
メ

ト
ル 

二 

利
用
権
の
内
容

始
期
及
び
存
続
期
間
並
び
に
借
賃
に
相
当
す
る
補
償
金
の
額 

内 

容 

始 
 

 
 

期 

存
続
期
間 

借
賃
に
相
当
す
る
補
償
金
の
額 

田 

令
和
六
年
三
月
十
五
日 

十
年 

三
一

〇
五
〇
円 

三 

補
償
金
の
支
払
の
方
法 

 
 

利
用
権
の
始
期
ま
で
に
千
葉
地
方
法
務
局
木
更
津
支
局
に
補
償
金
を
供
託
す
る

 

四 

裁
定
に
係
る
農
地
の
所
有
者
等
に
係
る
情
報 

 
 

登
記
名
義
人
が
死
亡
し
た
後

そ
の
所
有
者
等
を
確
知
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

 

監

査

委

員

公

告 

 
 

 

監
査
結
果
の
公
表 

 

令
和
五
年
九
月
一
日
か
ら
同
年
十
月
三
十
一
日
ま
で
に

地
方
自
治
法

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十

七
号

第
百
九
十
九
条
第
一
項

第
二
項
及
び
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
監
査
し
た
結
果
を
別
冊
の
と
お
り

公
表
す
る

 

 
 

令
和
五
年
十
一
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
監
査
委
員 

 

小 

倉 
 

 
 

明 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
監
査
委
員 

 

川 

口 
 

明 

浩 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
監
査
委
員 

 

関 
 

 
 

政 

幸 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
監
査
委
員 

 

岩 

井 
 

泰 

憲 
 

 

特

定

調

達

公

告 

 

こ
の
特
定
調
達
公
告
に
掲
載
さ
れ
る
入
札
公
告
等
は

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
で 

 

あ
る

 

 
 

 
 

             
 

 
落

札
者

等
の

公
告

 

 
次

の
と

お
り

落
札

者
等

に
つ

い
て

公
告

す
る

。
 

 
 

令
和

５
年

１
１

月
２

４
日

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
千

葉
県

知
事

 
 

熊
 

谷
 

 
俊

 
人

 
 

 

［
掲

載
順

序
］

 

 
①

物
品

等
又

は
特

定
役

務
の

名
称

及
び

数
量

 
②

契
約

に
関

す
る

事
務

を
担

当
す

る
部

局
の

名
称

及
び

所
在

地
 

③
落

札
者

又
は

随
意

契
約

の
相

手
方

を
決

定
し

た
日

 
④

落
札

者
又

は
随

意
契

約
の

相
手

方
の

氏
名

及
び

住
所

 
⑤

落
札

金
額

又
は

随
意

契
約

に
係

る
契

約
金

額
 

⑥
契

約
の

相
手

方
を

決
定

し
た

手
続

 
⑦

入
札

公
告

日
 

⑧
随

意
契

約
に

よ
る

場
合

は
そ

の
理

由
 

⑨
そ

の
他

必
要

な
事

項
 

 
①

災
害

対
応

職
員

用
備

蓄
食

料
ほ

か
 

一
式

 
②

千
葉

県
防

災
危

機
管

理
部

防
災

対
策

課
 

千
葉

市
中

 

央
区

市
場

町
１

番
１

号
 

③
令

和
５

年
１

０
月

５
日

 
④

佐
川

ア
ド

バ
ン

ス
株

式
会

社
 

東
京

都
江

東
区

新
砂

一
丁

目
８

番
１

０
号

 
⑤

３
０

，
８

１
６

，
６

７
８

円
 

⑥
一

般
競

争
入

札
 

⑦
令

和
５

年
８

月
２

 

５
日
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落

札
者

等
の

公
告

 

 
次

の
と

お
り

落
札

者
等

に
つ

い
て

公
告

す
る
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令
和

５
年

１
１

月
２

４
日

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
千

葉
県

教
育

委
員

会
教

育
長

 
 

冨
 

塚
 

 
昌

 
子

 
 

 

［
掲

載
順

序
］

 

 
①

物
品

等
又

は
特

定
役

務
の

名
称

及
び

数
量

 
②

契
約

に
関

す
る

事
務

を
担

当
す

る
部

局
の

名
称

及
び

所
在

地
 

③
落

札
者

又
は

随
意

契
約

の
相

手
方

を
決

定
し

た
日

 
④

落
札

者
又

は
随

意
契

約
の

相
手

方
の

氏
名

及
び

住
所

 
⑤

落
札

金
額

又
は

随
意

契
約

に
係

る
契

約
金

額
 

⑥
契

約
の

相
手

方
を

決
定

し
た

手
続

 
⑦

入
札

公
告

日
 

⑧
随

意
契

約
に

よ
る

場
合

は
そ

の
理

由
 

⑨
そ

の
他

必
要

な
事

項
 

 
①

千
葉

県
公

立
高

等
学

校
入

学
者

選
抜

採
点

シ
ス

テ
ム

装
置

等
賃

貸
借

 
一

式
 

②
千

葉
県

教
育

庁
教

育
振

興
部

学
習

指
導

課
 

千
葉

市
中

央
区

市
場

町
１

番
１

号
 

③
令

和
５

年
９

月
２

１
日

 
④

Ｆ
Ｌ

Ｃ
Ｓ

株
式

会
社

 
千

葉
市

中
央

区
新

町
３

番
地

１
３

 
⑤

１
２

２
，

５
６

２
，

０
０

０
円

 
⑥

一
般

競
争

入
札

 
⑦

令
和

５
年

８
月

８
日
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